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定期監査結果の公表について

このことについて、下記のとおり公表します。

記

１ 宮崎市監査基準への準拠

宮崎市監査基準に準拠し、監査を実施した。

２ 種類

地方自治法第 199条の規定に基づく定期監査

３ 対象

教育委員会所管の小学校16校（小戸、大宮、宮崎東、江平、西池、瓜生野、倉岡、住吉、池内、

東大宮、住吉南、佐土原、那珂、広瀬、広瀬北、広瀬西）及び中学校 9校（宮崎東、宮崎西、大

宮、宮崎北、住吉、東大宮、佐土原、広瀬、久峰）の令和 4年度の財務に関する事務の執行

４ 着眼点

別紙に掲げる着眼点について、監査を実施した。

５ 主な実施内容

小学校及び中学校の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、関係帳簿及

び書類の照合・確認を行うとともに、関係職員から説明を聴取し実施した。

６ 実施場所及び日程

⑴ 実施場所 小学校及び中学校の事務室等並びに監査室

⑵ 日 程 令和5年 5月 8日から令和 5年 6月 23日まで

７ 結果

上記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務の重要な点において、法令に適

合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に

努めていることがおおむね認められた。

ただし、次のとおり是正又は改善が必要である事項が認められた。

⑴ 郵便切手類の管理について、郵便切手類受払簿のはがきの残数に対して現物が不足していた。

（大宮小学校）

⑵ 令和4年度小中学校スクールカウンセリング等事業（校外生徒指導対策協議会）補助金につ

いて、事業実績報告書に添付された活動証明書に、交付決定前の活動日が含まれていた。

（佐土原中学校）
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